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 訓  令  

 

四日市港管理組合訓令第 2号 

庁 中 一 般   

 四日市港管理組合職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 6年 6月 18日 

               四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之    

  四日市港管理組合職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令 

 四日市港管理組合職員被服等貸与規程（昭和 53年四日市港管理組合訓令第 2号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表第１（第 2 条関係） 
 

所属 職員 品目 数量 期間 

各所

属共

有事

項 

(略) (略) (略) (略) 

現場

作業

に従

事す

る職

員 

作業服(上) 

作業服(下) 

雨合羽 

ゴム長靴 

安全靴（短） 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

(略) 
(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 
(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 
(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

別表第１（第 2 条関係） 
 

所属 職員 品目 数量 期間 

各所

属共

有事

項 

(略) (略) (略) (略) 

    

(略) 
(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 
(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) 
(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

  

附 則 

 この訓令は、令和 6年 6月 21日から施行する。 

 

 



令和 6年 6月 18日      四日市港管理組合公報           第１１１２号 

 

 

 

 
- 3 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発行  四日市港管理組合 

               三重県四日市市霞二丁目１－１ 

              四日市港管理組合経営企画部総務課 

                     電話 059－366－7006 

四日市港管理組合公報は、四日市港管理組合ホームページにも掲載していま

す。 

 http://www.yokkaichi-port.or.jp/ 


